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   公布された規則のあらまし 

○佐賀県国際交流プラザ設置条例の施行期日を定める規則（規則第 24 号） 

 佐賀県国際交流プラザ設置条例（平成 26 年佐賀県条例第 49 号）の施行期日は、平成 26 年４月１日とすることとした。 

○佐賀県国際交流プラザ管理規則（規則第 25 号） 

１ 佐賀県国際交流プラザの所掌事務、休所日、使用の制限等その管理に関し必要な事項を定めることとした。 

２ この規則は、平成 26 年４月１日から施行することとした。 


